
地方 自治法

一般競争入札

岡聾第 198号

一般競争入札 (条件付)公告

(昭和 22年法律第 67号)第 234条 第 1項 の規定により、次のとお り

(条件付)を実施する。

令和 7年 3月 11日

岡山県立岡山聾学校長 渡邊  徹

1 入札に付する事項

(1)業務名

岡山県立岡山聾学校通学用スクールバスAコ ース運行業務

(2)契約期間

令和 7年 4月 1日 から令和 10年 3月 31日 まで

ただ し、令和 8年度以降において、岡山県の歳入歳出予算の金額につ

いて減額又は削除があつた場合は、契約を解除する。

(3)履行場所

岡山県立岡山聾学校長が指定する場所

2 入札に参加する者に必要な資格

入札公告 日か ら落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件のすべてを満たして

いること。

(1)岡山県役務の提供の契約に係 る入札参加資格者名簿 (以下 「入札参加資格者

名簿」 とい う。)に登載 されている者であること。

(2)入札参加資格者名簿の業務種 目が 「大分類 6.運送・保管、小分類 1.旅客

運送」であ り、格付区分がAであること。

(3)入札参加資格者名簿に登載 された事務所所在地が岡山県内であること。

(4)地方 自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条 の 4第 1項 の規定

に該当す る者でないこと。

(5)岡 山県役務の提供の契約に係 る入札参加資格審査要領 (平成 19年岡山県告

示第 332号 )に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(6)岡 山県か ら役務の提供の契約に係 る入札参加除外の措置を受けている者でな

いこと。

(7)岡 山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づ く指名除外を受けている者

でないこと。

(8)会社更生法 (平成 14年法律第 154号 )に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法 (平成 11年法律第 225号 )に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者 (更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けている者を除く。)でないこと。
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3 契約条項を示す場所

〒703-8217
岡山市中区土田51
岡山県立岡山聾学校 事務室

電 話 番 号   086-279-2127
FAX番 号   086-279-8960

4 入札手続等

(1)入札説明書、入札参加資格確認申請書の配布及び方法

ア 配布期間  令和 7年 3月 11日 から令和 7年 3月 18日 までの

午前 9時から午後 4時 30分まで

イ 配布場所  上記 3の 契約条項を示す場所に同じ

(2)入札参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法

ア 提出期間  令和 7年 3月 11日 か ら令和 7年 3月 18日 までの

午前 9時から午後 4時 30分まで

イ 提出場所  上記 3の契約条項を示す場所に同じ

ウ 提出方法  持参又は郵便等 (書留郵便その他 これに準 じる方法による

ものに限る。)

(3)仕様書の閲覧及び配布

ア 閲覧・配布期間 令和 7年 3月 11日 から令和 7年 3月 18日 までの

午前 9時から午後 4時 30分まで

イ 閲覧・配布場所 上記 3の契約条項を示す場所に同じ

(4)入札参加資格要件の審査

ア 事前審査

入札参加資格確認 申請書を提出 した者について、上記 2の (1)か ら

(3)及び (5)か ら (7)の事項について審査 し、不適合 と認められる

者に対 してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加

することができない。

イ 事後審査

上記アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行 う。

ウ 入札参加資格がないとされた理由の説明要求

入札参加資格がない旨の通知を受け取つた者は、当該通知を受け取つた

日の翌 日から起算 して 7日 以内に、下記 (5)ウ の宛先にFAXす る方法

により、説明を求める書面を提出することができる。

(5)仕様書に対する質問の受付

ア 受付期間 令和 7年 3月 11日 から令和 7年 3月 18日 までの年前 9時
か ら午後 4時 30分まで

イ 方法    「仕様書に関する質問・回答書」によりFAXす ること。

ウ 宛先    086-279-8960

5 入札の 日時及び場所

(1)日 時

令和 7年 3月 25日  午前 10時 00分
(2)場所

岡山県立岡山聾学校 会議室

(3)提出方法

持参 (郵便又は電送による入札は認めない。)
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(4)その他

ア 入札書の記載方法

落札者の決定に当たつては、入札書に記載 された金額に当該金額の100

分の10に相当す る額を加算 した金額 (当 該金額に1円 未満の端数があると

きは、その端数を切 り捨てた金額)を もつて落札価格 とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積 もつた契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書

に記載すること。

イ 代理人による入札

入札に際 し、代理人により入札を行 う場合は、契約を締結する権限を有

する者か らの委任状を持参 し、提出すること。

6 その他

(1)入札保証金

見積 もつた契約希望金額の100分 の5以上 とす る。 (た だ し、岡山県財務規則

第 133条 各号のいずれかに該当する場合は、免除す る。)

(2)入札の無効

この公告に示 した入札参加資格のない者の した入札、申請書類等に虚偽の記

載をした者のした入札、上記 4(4)イ に規定す る事後審査において入札条件

に不適合 と認められた者の した入札、その他岡山県財務規則第 140条 各号に

掲げる入札は、無効 とする。

(3)契約書の作成

契約書を作成する。

(4)落札者の決定方法

岡山県財務規則第 137条 の規定により決定された予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもつて有効な入札を行つた各者を落札者 とする。

(5)契約保証金

契約金額の100分の10以 上 とす る。 (た だ し、岡山県財務規則第 155条 各

号のいずれかに該当す る場合は、免除する。)

(6)その他

詳細は入札説明書による。

また、この一般競争入札に基づ く契約の契約金額に係 る消費税額及び地方消

費税の額が変更 となる場合は、当該契約の変更をおこな うことがある。
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